
社会福祉法人 江東区社会福祉協議会 

ボランティア活動助成事業実施について 

 
 

 この助成事業は、江東区内のボランティア活動の啓発、発展を図るため、ボランティア活動の推進団体およ

びボランティアグループの活動に対して必要な資金の助成を行います。 

 

           

 

申請資格  

①江東ボランティア・センターに団体登録している団体及びグループ 

②上記以外で、ボランティア活動を年間を通して定期的に行っている団体及びグループ  

助成対象事業  

①ボランティアグループによるモデル的事業 

②ボランティア活動として行う福祉、教育及び啓発活動 

③ボランティア活動の振興に広く活用できる調査研究活動 

④ボランティア活動に必要な福祉器具、器材の整備 

⑤その他公益的に行うボランティアグループによる地域貢献活動  

助成金額  

※この助成金は、予算の範囲内で行います。  

当該事業の実支出予定額に 3/4を掛けた額もしくは助成限度額 15万円のいずれか低い額  

（ただし、団体の運営費や維持費など対象とならないものがあります） 

 

申請書の配布および申請受付期間  

４/１５（水）～５/２９（金）  江東ボランティア・センター窓口にて 

 

 

問い合わせ先：江東ボランティア・センター 電話３６４５－４０８７ 

 

 

社会福祉法人江東区社会福祉協議会ボランティア活動助成事業要綱 

 

 

 

〇最寄の交通機関 

 

▼東京メトロ東西線 

「木場駅」 １番出口から徒歩約１２分 

「東陽町駅」１番出口から徒歩約１５分 

 

▼都営バス 

[錦１３甲]錦糸町駅～晴海埠頭 

[錦１３乙]錦糸町駅～深川車庫 

     「東陽六丁目」バス停下車 徒歩１分 

 

[東２２]錦糸町駅～東京駅北口 

     錦糸町駅～東陽町駅 

[門２１]東大島駅～門前仲町 

     「豊住橋」バス停下車徒歩 約５分 
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